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参
議
院
選
挙
制
度
改
革
の
た
め
、
公
職
選
挙
法
が
平
成
三
十
年
に
改
正
さ
れ
、
第
百
四
十
二
条
の
四
第
四
項
が
新
設
さ
れ
た

た
め
、
同
条
第
六
項
は
第
七
項
に
繰
り
下
が
っ
た
。
こ
の
規
定
は
、
候
補
者
や
政
党
が
選
挙
に
際
し
て
投
票
依
頼
な
ど
の
電
子

メ
ー
ル
を
送
る
際
に
、
送
信
者
名
や
、
受
信
拒
否
を
通
知
す
る
場
合
の
連
絡
先
な
ど
を
表
示
す
る
よ
う
義
務
付
け
る
規
定
と
な

っ
て
い
る
。
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
（
第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
二
）
は
、
「
第
百
四
十
二
条
の
四
第
六
項
の
規
定

に
違
反
し
て
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
表
示
し
な
か
つ
た
者
」
を
「
一
年
以
下
の
禁
錮
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
」
と
定
め
て
い
た
が
、
法
改
正
時
に
必
要
で
あ
っ
た
罰
則
中
の
表
記
「
第
六
項
」
の
「
第
七
項
」
へ
の
改
正
が
な
さ
れ
ず
、

表
示
義
務
規
定
違
反
の
罰
則
が
消
え
た
状
態
と
な
っ
て
い
る
。 

 

関
連
し
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

改
正
さ
れ
た
公
職
選
挙
法
は
、
公
布
の
日
（
平
成
三
十
年
七
月
二
十
五
日
）
の
三
か
月
後
か
ら
施
行
さ
れ
、
令
和
元
年
の

参
議
院
通
常
選
挙
以
降
、
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

同
法
の
適
用
以
降
、
第
百
四
十
二
条
の
四
第
七
項
違
反
で
摘
発
さ
れ
た
事
例
は
あ
る
か
。
あ
る
場
合
、
件
数
と
そ
の
違
反
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内
容
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
た
い
。
同
様
に
、
告
発
さ
れ
た
事
例
は
あ
る
か
。
あ
る
場
合
、
件
数
と
そ
の
告
発
内
容
に
つ
い
て

回
答
さ
れ
た
い
。 

二 

条
文
を
正
す
た
め
の
公
職
選
挙
法
改
正
案
が
参
議
院
に
提
出
さ
れ
て
お
り
、
五
月
中
に
も
成
立
す
る
見
通
し
が
報
じ
ら
れ

て
い
る
。 

 
 

改
正
案
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
に
同
項
の
表
示
義
務
規
定
違
反
が
あ
っ
た
場
合
、
現
状
で
は
罰
則
の
適
用
は
法
的
に
な
さ

れ
な
い
と
理
解
す
る
。
こ
の
見
解
に
相
違
は
な
い
か
。
回
答
さ
れ
た
い
。 

三 

同
項
の
表
示
義
務
規
定
違
反
に
つ
い
て
、
現
状
を
承
知
し
な
が
ら
告
発
を
行
っ
た
場
合
、
罰
則
が
な
い
と
知
り
な
が
ら
刑

事
告
発
を
し
た
こ
と
と
な
り
、
虚
偽
告
発
の
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。 

 
 

一
般
論
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
告
発
行
為
が
虚
偽
告
発
の
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
得
る
の
か
。
回
答
さ
れ
た
い
。 

四 

四
月
二
十
三
日
、
加
藤
官
房
長
官
は
、
地
方
公
務
員
法
の
改
正
案
の
条
文
に
ミ
ス
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
衆
議
院

議
院
運
営
委
員
会
の
理
事
会
に
出
席
し
陳
謝
し
た
う
え
で
、
一
連
の
条
文
な
ど
の
ミ
ス
を
踏
ま
え
、
省
庁
横
断
の
チ
ー
ム
で

原
因
の
究
明
を
進
め
、
六
月
中
に
再
発
防
止
策
を
ま
と
め
た
い
と
い
う
考
え
を
示
し
た
。 

 
 

省
庁
横
断
チ
ー
ム
は
、
誰
が
加
わ
り
、
何
人
体
制
で
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
原
因
究
明
を
進
め
る
の
か
。
ま
た
、
ど
の
範



 

３ 

 

囲
ま
で
の
法
案
や
条
約
、
新
旧
対
照
表
な
ど
の
関
連
資
料
と
な
る
の
か
。
こ
れ
を
機
会
に
可
能
な
限
り
の
確
認
を
行
っ
て
い

く
べ
き
と
考
え
る
が
、
内
閣
が
第
二
百
三
回
国
会
以
前
に
提
出
し
た
法
案
や
条
約
に
つ
い
て
も
同
様
に
確
認
を
行
う
予
定
は

あ
る
か
。
あ
る
場
合
、
ど
こ
ま
で
の
も
の
を
対
象
と
す
る
予
定
か
。
政
府
の
対
応
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


